
富田林市立総合スポーツ公園 

４月から１０月

11月から3月

区分 9:00～11:00 11：00～13：00 13：00～15：00 15：00～17：00 17：00～19：00 19：00～21：00

多目的競技場

全面

多目的競技場

半面

テニスコート

平日

テニスコート

土日祝

ゲートボール場 500円 500円 500円 500円 （500円）

【備考】

1 利用者の住所が富田林、大阪狭山市、河内長野市、河南町、太子町、千早赤坂村（以下「広域的利用市町村」という。）以外である場合は、利用

  料金に２を乗じて得た額とする。ただし、広域的利用市町村に在勤又は在学の者は除く。

2 スポーツ目的以外に利用するときは、利用料金に２．５を乗じて得た額とし、利用者の住所が市外である場合は更に２を乗じて得た額とする。

　ただし、市内に在勤又は在学の者は除く。

3 入場料等（入場料等とは、入場料、会費又はこれに類するものをいう。）を徴収して利用するとき、又は営利を目的で利用するときは、利用料金

　に５を乗じて得た額とし、スポーツ目的以外に利用するときは、利用料金に１２．５を乗じて得た額とする。

4 テニスコートの平日の利用区分は、当日の利用状況により１時間単位で延長することができる。この場合の１時間当たりの単価は６１０円とする。

　１時間当たりの単価には備考１から３までの規定を準用するものとする。

5（　）の時間帯は５月から９月まで利用できます。【　】の時間帯は４月から１０月まで利用できます。

6 多目的競技場及びゲートボール場の５月１日から５月３１日と８月１日から９月３０日の午後５時から午後７時の利用料金は区分単位の１／２の

　料金とする。当該の利用料金には備考１から３までの規定を準用するものとする。

単位 1回あたりの利用料金 市外加算

1式 1,000円

1室 1,000円 あり

1基 2,020円

1基 1,000円

1式 1,000円

1室 1,000円

1室 500円

1室 1,000円 あり

10分 1,010円 あり

10分 500円 あり

1室 1,000円 あり

10分 200円 あり

9:00~21:00　（4月～10月）

9：00～17：00（11月～3月）

分類

多目的競技場

　会議室

　夜間照明設備
テニスコート

5,080円

野球場

　放送設備

　会議室

　スコアボードＡ　チーム名、得点、アウトカウント、選手名、審判名の表示

　スコアボードＢ　チーム名、得点、アウトカウントの表示

　放送設備

　本部室

　審判控室

　会議室

1,000円

2. 付属設備等利用料金（税込）

営業時間・休館日

営業時間

休館日 12月29日～1月4日（臨時休館有り）

2,000円

1,220円

（1,000円）

5,080円

1,220円

　夜間照明設備　全点灯

（2,000円）

5,080円

1,220円

1,000円 1,000円

2,000円 2,000円 2,000円

野球場

1,000円

　夜間照明設備　半点灯

【5,080円】

【1,220円】

5,080円 【5,080円】

1,220円

営業時間

【1,220円】

1. 利用料金（税込）　 ※市外料金は２倍

1,620円 1,620円 1,620円 1,620円 【1,620円】 【1,620円】



1張 300円

1個 100円

1式 500円

1脚 100円

1脚 50円

1式 300円

1本 100円

1本 500円

1式 50円

1式 200円

1式 50円

1式 200円

1個 100円

1本 50円

1式 100円

1ｋｗ 200円

【備考】

1　附属設備等の１回とは、施設利用料金区分の利用時間とする。

2　会議室及び夜間照明設備の利用料金については、施設利用料金の備考１から３までの規定を準用する。

3　多目的競技場放送設備及び会議室の５月１日から５月３１日と８月１日から９月３０日の午後５時から午後７時の利用料金は１回単位の

　 １／２の料金とする。多目的競技場会議室の利用料金には施設利用料金の備考１から３までの規定を準用するものとする。

　持込器具電源使用料（持込器具の数量は制限することがあります。）

　ワイヤレスマイク

　テニスラケット（ボールは無料で貸し出します。）

　綱引きロープ

　リレーバトン

　紅白玉入れ

　周回表示機

　ハンドマイク

　ゲートボール・スティック

　ゲートボール・ボール

　ピストル

備品

　テント

　ストップウォッチ

　スーパーレコーダー

　屋外用長机

　折りたたみ椅子


